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                         江別市教育庁舎 大会議室 

出席者   委員長       長谷川 清 明 

     委 員      相 馬 範 子 

委 員      上 野 聡 志 

委 員      郷   早 見 

教育長       月 田 健 二 

 

説明員  教育部長    斉 藤 俊 彦 

教育部次長   渡 部 丈 司 

学校教育支援室長 

             苅 谷   正 

総務課長    大 村 勇 二 

      総務課参事    三 冨 一 義 

学校教育課長  伊 藤 忠 信 

学校教育支援室参事 

              浦 田 和 秀 

              金 子 武 史 

      給食センター長 福 井   洋 

対雁調理場長  鈴 木 正 春 

生涯学習課長  岩 渕 淑 仁 

生涯学習課主幹 佐々木 倫 子 

情報図書館長  原 田 昭 彦 

郷土資料館長  小 林 則 幸 

記録員  総務課総務係長 近 藤 澄 人 

傍聴者  なし 

１ 報告事項 

  （１）平成２５年度学校評価の結果報告について   

（２）江別市通学路交通安全プログラムについて 

 （３）江別市いじめ防止基本方針の策定に係るパブリックコメントの実施について 

（４）平成２５年度一般財団法人江別市スポーツ振興財団の決算に関する報告について 

  

２ 審議事項 

（１）平成２６年議案第３０号 

江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について      

（２）平成２６年議案第３１号 

教職員の事故に対する処分内申について           

（３）平成２６年議案第３２号 

財産の取得（電子黒板）について                

（４）平成２６年議案第３３号 

江別市奨学審議委員会委員の補欠委員の委嘱について    

（５）平成２６年議案第３４号 

江別市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の補欠委員の委嘱について 

（６）平成２６年議案第３５号 

江別市教育支援委員会委員の補欠委員の委嘱について 

（７）平成２６年議案第３６号 

江別市少年育成委員の補欠委員の委嘱について 

（８）平成２６年議案第３７号 

江別市社会教育委員の補欠委員の委嘱について        

（９）平成２６年議案第３８号 

江別市スポーツ推進審議会委員の補欠委員の委嘱について   

（10）平成２６年議案第３９号  

江別市一般会計補正予算について  

（11）議会会期中の追加予定案件について  

３ その他 

○次回教育委員会予定案件について 

  ○平成２６年第６回定例教育委員会の日程について 
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（開会） 

それでは、ただいまから、平成２６年第５回定例教育委員会を開会いたします。 

本日の議事日程は配付のとおりであります。 

会議に先立ち、本日の会議録署名人を相馬委員さんにお願いいたします。 

議事に入ります前に、お諮りしたい事項がございます。 

議案第３１号教職員の事故に対する処分内申については、人事案件でありますことか

ら、秘密会による審議をご提案するものでございます。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

委員の皆様のご賛同が得られましたので、議案第３１号は秘密会により進行いたしま

す。本件を本日の審議順の最初に行い、秘密会終了後は、その他の説明員入室のため暫時

休憩いたします。その後、配付の会議次第にしたがって進行してまいります。 

 

＜秘密会につき会議録省略＞ 

 

委員会を再開します。議事に入ります。 

１の報告事項（１）平成２５年度学校評価の結果報告についての報告を求めます。伊藤

学校教育課長お願いします。 

報告事項（１）平成２５年度学校評価の結果報告について、ご説明いたします。 

江別市立学校管理規則第１０条の規定に基づき実施しております。その結果がまとまり

ましたので、報告いたします。 

 学校評価は、学校において自己評価を実施した後、学校評議員や地域の自治会役員、Ｐ

ＴＡ役員などの学校関係者評価委員会が自己評価結果について評価を実施するもので、本

日はその結果がまとまりましたので報告いたします。 

 今年度の学校評価の概要でありますが、２ページをお開きください。このページの表は、

各学校から提出のあった自己評価書に記載された評価分野数、評価項目数、自己評価の達

成状況、学校関係者評価による評価の状況を一覧表にしたものであります。その説明を３

ページ以降に記載しております。 

まず、３ページの１．評価分野数及び項目数でありますが、江別市では「経営方針の重

点」、「教育課程・学習指導」、「生徒指導」の３分野を必須として、さらに各学校独自の分

野を加え、全部で４から６分野で評価を行うようにしています。また、各分野での評価項

目数は適宜としております。評価分野数及び項目数については、小学校・中学校ともに昨

年度と同様の傾向であります。 

次に、２．自由選択した評価分野についてですが、指定した３分野以外で各学校が自由

選択した評価分野の主なものは、「保護者・地域との連携」や「健康安全指導」、「特別支

援教育」など、昨年度と同様の傾向であります。 

３．自己評価状況については、円グラフのとおりであります。小学校では、「よい」と

いうＡ評価が昨年度より１１パーセント増加しております。その分、「おおむねよい」が

減少しております。 

中学校では、「よい」というＡ評価が昨年度より１７パーセント増加し、その分、「おお

むねよい」というＢ評価が減少しております。「ややよくない」というＣ評価が小学校で

１パーセントありました。また、Ｄ評価は、小学校・中学校ともにありませんでした。 

４ページをお開きください。４．自己評価書作成に係る評価会議についてでありますが、

開催回数は５回という学校が５校ありますが、概ね３回から４回の実施が定着してきてお

ります。 

５の学校関係者評価についてですが、その結果は棒グラフにありますとおり、小学校で

は、自己評価の適切さ・改善策の適切さについては、「よい」というＡ評価の割合がそれ

ぞれ８９．５パーセントと９４．３パーセントで、評価の適切さが「よい」というＡ評価

の割合が昨年度より３．５パーセント増加しております。 

また、中学校においてもＡ評価がともに９４．４パーセントと８８．９パーセントで、

評価の適切さが「よい」というＡ評価の割合が、昨年度より８．４パーセント増加してお

ります。  

自己評価での適切さでＣ評価が小学校で１件ありましたが、中学校ではありませんでし
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た。また、自己評価での適切さ、改善策の適切さのＤ評価は小学校・中学校ともにありま

せんでした。 

次に、５ページをご覧ください。学校評議員から、評価項目の設定、達成状況及び改善

の方策に関する意見をもらい、評価書に付記しております。意見総数は１７４件で、小学

校は９２件、中学校は８２件でありました。  

 意見を大別して、内部評価の項目設定、評価の全般に対するものをＡ分類、分野に関わ

る改善方策や日頃感じていることなどをＢ分類にしますと、Ａ分類は２４件、Ｂ分類は１

５０件でした。そのうちの主な意見を５ページから６ページにわたって記載しておりま

す。詳細につきましては、記載のとおりですのでご覧いただきたいと思います。 

なお、別冊で学校ごとの自己評価及び学校関係者評価書を添付しておりますので、参照

願います。以上、ご報告を終わります。 

ただいま報告のありました平成２５年度学校評価の結果報告について、質問等がござい

ましたらお受けします。 

大麻小学校からのコメントで、体育専科教員とありますが、どういうものでしょうか。 

小学校の先生でも、それぞれ教科の専門を教えることができる先生がいらっしゃいま

す。中学校の体育の免許を持っているとか、理科の免許を持っているなど、小学校の先生

もそれぞれ担当できる分野がございます。 

この方は、中学校体育の免許を持っている方であり、平成２５年度から道教委で体育専

科ということで、大麻小学校に配置されております。体育の授業で、主にこの先生が指導

者として入ったり、あるいは、学校内の体力の向上について中心的な役割を担っている教

員でございます。以上です。 

ありがとうございます。 

ほかはございませんか。 

学校別の資料を見ていたんですけれども、Ｃ評価が１校ありますね。学校名が入ってい

ませんが、野幌若葉小ですね。昨年は、もう少しＣがあった記憶があるんですが、減った

ということは、評価を受けて改善できていると思います。角山小学校では、皆さんＡとか

Ｂとか付けているんですけれども、学校関係者は、適切、適切、適切という表現になって

いる。ＡとかＢとかは付けづらかったのか。それとも、そんなことは別に何も気にしてい

ないのかどうでしょうか。 

学校の記載の仕方で、Ａは適切という意味合いで付けていますので、今後は学校側と打

合せして、記載は合わせるよう調整していきたいと思います。 

ほかはいかがですか。それでは、本報告については終了してよろしいですか。 

（一同了承） 

次に、報告事項（２）江別市通学路交通安全プログラムについての報告を求めます。金

子参事お願いします。 

報告事項（２）江別市通学路交通安全プログラムについて、ご報告いたします。 

まず、１のプログラムの目的につきましては、平成２４年に、全国で登下校中の児童生

徒の交通事故が相次いだことから、平成２４年７月から８月にかけて、小学校の通学路に

おいて、関係機関と合同の緊急点検を実施しました。このときの仕組みと同様の取組を今

後も実施し、通学路の安全確保を図るため、このたび、関係機関の連携のもとに、江別市

通学路交通安全プログラムを策定しました。 

２の通学路安全推進連絡会議の設置につきましては、本プログラム策定及び今後の情報

交換・連絡調整のため、教育委員会、生活環境部、建設部、北海道開発局札幌開発建設部、

北海道空知総合振興局札幌建設管理部、江別警察署をメンバーとして、今年４月に会議を

設置しました。 

３の取組方針につきましては、（１）の基本的な考え方として、合同点検を継続的に実

施していくとともに、対策実施後の効果把握も行い、改善・充実を図っていくこととしま

す。 

（２）の定期的な合同点検として、各小学校から報告された危険箇所について、学校、保

護者、教育委員会、江別市、各道路管理者、警察、地域住民等が参加する合同点検を毎年

行います。 

（３）の対策の検討として、箇所ごとにハード対策やソフト対策などの具体策を検討しま

す。 
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（４）の対策の実施に当たっては、関係者間で連携を図ることとします。 

（５）の対策効果の把握として、児童生徒や保護者に意見を聞くなどにより、効果の把握

を行います。 

（６）の対策の改善・充実として、対策実施後も効果把握などを踏まえ、改善・充実を図

ることとします。 

４の箇所図、箇所一覧表の公表につきましては、小学校ごとの点検結果や対策内容につ

いて、一覧表や箇所図を公表することとします。 

このプログラムによる合同点検を、今年度から実施したいと考えており、スケジュール

としましては、各学校からの報告を踏まえて７月から８月に合同点検を実施し、１１月ま

でに各機関ごとの対策内容を取りまとめ、その後、箇所図等の資料をホームページで公表

する予定です。以上です。 

ただいま報告のありました江別市通学路交通安全プログラムについて、質問等がござい

ましたらお受けします。 

（なし） 

それでは、本報告については終了してよろしいですか。 

（一同了承） 

次に、報告事項（３）江別市いじめ防止基本方針の策定に係るパブリックコメントの実

施についての報告を求めます。金子参事お願いします。 

報告事項（３）江別市いじめ防止基本方針の策定に係るパブリックコメントの実施につ

いて、ご報告いたします。 

昨年９月に施行されましたいじめ防止対策推進法において、地方公共団体がいじめの防

止等のための基本的な方針を定める努力規定が盛り込まれたことから、江別市いじめ防止

基本方針を策定するため、パブリックコメントにより市民意見を募集しようとするもので

す。パブリックコメントの応募期間につきましては、７月上旬から８月上旬に実施を予定

しております。資料の設置場所や提出方法等については記載のとおりです。 

策定までのスケジュールにつきましては、今月１４日の第１回青少年健全育成協議会に

素案を提示したところです。６月に第２回の青少年健全育成協議会を開催して協議をいた

だき、その後、７月から８月にかけてパブリックコメントを実施し、９月には基本方針を

策定したいと考えております。 

次に、３ページをご覧ください。第１回江別市青少年健全育成協議会に提示した基本方

針の素案について、概要をご説明いたします。 

４ページ、５ページの目次をご覧ください。基本方針は、第１のいじめの防止等のため

の対策の基本的な方向に関する事項、第２のいじめの防止等のための対策の内容に関する

事項、第３の重大事態への対処の方策、第４のその他いじめの防止等のための対策に関す

る重要事項で構成しております。 

７ページをご覧ください。昨年９月に施行されたいじめ防止対策推進法に基づき、国の

基本方針によるほか、この江別市いじめ防止基本方針により、江別市立小中学校における

いじめの防止等の対策を推進することとしています。 

８ページは、法律に沿って、基本理念やいじめの定義等について述べております。 

９ページは、いじめ防止等に関する基本的な考え方として、第１にいじめの防止、第２

にいじめの早期発見、第３にいじめへの対処、第４に地域や家庭との連携、第５に関係機

関との連携を掲げております。 

１０ページから１１ページは、いじめの防止等のために市が実施すべき施策として、

（１）は、この基本方針の策定・点検・見直しについて、（２）は、いじめの防止のため

の方策として、いじめ理解への啓発活動や中学生サミット、インターネットパトロール、

情報モラル教育などについて、（３）は、いじめを早期に発見するための方策として、相

談体制の整備、アンケート調査、心のダイレクトメールなどについて、（４）は、いじめ

に対処するための方策として、学校と教育委員会の連携や出席停止制度などについて、

（５）は、江別市青少年健全育成協議会などを活用した関係機関との連携について、（６）

は、教職員の資質能力の向上のための啓発や研修等への参加について、（７）は、児童や

保護者への啓発活動について、それぞれ実施することとしています。 

１１ページから１２ページのいじめの防止等のために学校が実施すべき施策では、（１）

は、学校いじめ防止基本方針の策定について、（２）は、学校に設置する教職員や心理・
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福祉の専門家等により構成する組織について、（３）は、いじめの防止のための取組につ

いて、（４）は、早期発見のための取組について、（５）は、いじめへの対処について、そ

れぞれ定めています。 

１３ページから１４ページは、重大事態への対処の方策について、まず、１の重大事態

の意味では、法の規定に基づき、重大事態を、「生命、心身又は財産に重大な被害が生じ

た疑いがあるとき」、又は「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが

あるとき」と定義し、２の教育委員会又は学校による調査では、重大事態の報告や調査主

体、調査組織、調査の実施、心のケア、情報提供、市長への報告等について定め、１４ペ

ージから１５ページの３の調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置では、市長

が第三者による調査組織を設置して再調査を実施できること等について定めております。 

最後に、１５ページのその他いじめの防止等のための対策に関する重要事項として、こ

の基本方針の策定後においても見直しを行うことや、小中学校における学校いじめ防止基

本方針の策定について、教育委員会が指導等を行うこととしております。 

この素案につきましては、先ほどご説明したとおり、６月の青少年健全育成協議会で内

容について協議していただき、その意見等を踏まえ、必要な修正を加えたものを案として、

パブリックコメントを実施する予定です。以上です。 

ただいま報告のありました江別市いじめ防止基本方針の策定に係るパブリックコメン

トの実施について、質問等がございましたらお受けします。 

（なし） 

それでは、本報告については終了してよろしいですか。 

（一同了承） 

次に、報告事項（４）平成２５年度一般財団法人江別市スポーツ振興財団の決算に関す

る報告についての報告を求めます。岩渕生涯学習課長お願いします。 

報告事項（４）平成２５年度一般財団法人江別市スポーツ振興財団の決算に関する報告

について、ご説明申し上げます。 

この書類は、５月１２日に開催された財団の理事会並びに評議員会において承認され、

市に提出されたものであり、その概要につきましてご説明申し上げます。 

財団の事業の状況及び処務の概要につきましては、第２２期事業報告書の１ページから

３ページに記載されておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

次に、４ページをお開き願います。第３の計算書類等に関する事項の１、平成２５年度

収支計算書ですが、収入の部では、１の基本財産運用収入の決算額８，０００円は、基本

財産３，０００万円の預金利息であります。２の事業収入のうち、補助事業収入３５２万

１，２００円は、スポーツ大会参加料や健康づくり・体力づくりの受講料等であります。

受託事業収入の１，２７８万６，０００円は、屋外体育施設等の管理運営に関する収入で

あります。指定管理事業収入２億３，１１６万６，５４４円は、市民体育館をはじめとす

る体育施設指定管理料、スポーツ教室受講料、体育施設等の利用料金であります。 

次に、自主事業収入２５万円は、自主事業開催に伴う協賛金であります。３の補助金収

入３，９９０万円は、スポーツ大会等の事業運営に関する補助金であります。４の雑収入

５６１万３，０４９円は、預金利息及び自動販売機設置手数料等であります。５の固定資

産取崩収入２４７万円は、借入金の繰上返済のために、財政調整引当預金を一部取り崩し

たもの等であります。 

この結果、当期収入合計額は２億９，５７１万４，７９３円であり、前期繰越収支差額

７８８万５，２９４円を合わせた収入合計は、３億３６０万８７円となるものであります。 

次に、５ページをお開き願います。Ⅱ支出の部でありますが、１の補助事業費の決算額

４，３６０万７，７０３円は、スポーツ大会開催事業費、健康体力づくり指導相談事業費、

スポーツ指導者養成事業費とこれらの事業の管理運営に要した経費であります。 

次に、６ページをお開き願います。２の受託事業費１，２８４万４，１７２円は、屋外

体育施設等の管理運営に要した経費であります。３の指定管理事業費２億３，０７３万８，

５６９円は、屋内体育施設管理運営費、大麻集会所管理運営費、都市公園内の屋外体育施

設管理運営費とこれらの事業の管理運営に要した経費であります。４の自主事業費６３万

１，１９８円は、自主事業に要した経費であります。５の借入金返済支出７３８万円は、

労働災害事故に係る損害賠償金の支払いに伴う借入金の当期返済額であります。当期支出

合計は、２億９，５２０万１，６４２円であります。 



5 

岩渕生涯学習

課長 

 

 

長谷川委員長 

 

上野委員 

 

岩渕生涯学習

課長 

長谷川委員長 

 

 

岩渕生涯学習

課長 

長谷川委員長 

 

岩渕生涯学習

課長 

長谷川委員長 

 

 

 

 

大村総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長谷川委員長 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤学校教育

課長 

 

 

 

 

 

 

 

この結果、当期収支差額は５１万３，１５１円となり、前期繰越収支差額を含めた次期

繰越収支差額は８３９万８，４４５円となるものであります。 

７ページの２収支計算書に対する注記から１２ページの監査報告書まで、それぞれ記載

のとおりでありますので、ご参照いただきたいと存じます。以上です。 

ただいま報告のありました平成２５年度一般財団法人江別市スポーツ振興財団の決算

に関する報告について、質問等がございましたらお受けします。 

長期借入金の件ですが、前回、損害賠償ということで２４６万円を一括返済と記憶して

いますが、今回７３８万円の決算で増えているのはどうしてですか。 

平成２７年度が返済の最終年度でしたが、２年分を前倒しして返済したので、この決算

額となっております。 

ほかはございませんか。細かいことで申し訳ありませんが、収入の部で基本財産運用収

入というのがありますよね。予算額７，０００円に対して、決算額が８，０００円なんで

すけれども、この運用収入はどういうものですか。 

定期預金にしておりまして、利息の変動によって毎年変わるものになります。 

 

定期預金ですよね。決算もちょうど８，０００円になるんですか。定期預金なので、端

数が付くのが普通ではないかと思って質問しました。 

資料８ページをご覧になっていただきたいのですが、前年度は９，０２４円の決算にな

っておりまして、たまたま８，０００円になっているものです。 

ほかはいかがですか。それでは、本報告については終了してよろしいですか。 

（一同了承） 

続いて、２の審議事項に入ります。 

平成２６年議案第３０号江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

の説明を求めます。大村総務課長お願いします。 

平成２６年第２回市議会定例会に提案を予定しております江別市立学校設置条例の一

部を改正する条例の制定についてをご説明いたします。 

改正理由でありますが、江別小学校と江別第三小学校が統合し、江別第三小学校の位置

に、江別第一小学校が開校することに伴い、江別市立学校設置条例の別表に定める小学校

の名称及び位置について、江別小学校と江別第三小学校を削除し、新たに江別第一小学校

を加えようとするものであります。 

改正条文は２ページに記載されておりますが、具体的な改正内容としては、３ページの

新旧対照表をご覧ください。左が改正前、右が改正後であり、左側の下線部分を引いてあ

ります江別市立江別小学校と江別市立江別第三小学校の名称と位置を削除し、右側の下線

の江別市立江別第一小学校の名称と位置を加えるものです。 

施行期日は、平成２８年４月１日でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けいたします。 

（なし） 

 それでは、平成２６年議案第３０号江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定

についてを承認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

それでは、そのように承認いたします。 

次に、平成２６年議案第３２号財産の取得（電子黒板）についての説明を求めます。伊

藤学校教育課長お願いします。 

議案第３２号財産の取得（電子黒板）について、ご説明いたします。 

資料の１ページをご覧ください。本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産又は処分

に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

こちらの財産の取得は、授業において資料等を素早く提示することで、説明後に子供た

ちが考えたり、作業する時間が増えることや資料を拡大表示することで、子供たちの興味

や関心が高まり、集中力が増すなど、子供たちに分かりやすい授業を実施できることから、

電子黒板を配置するものであります。 

１の物品の種類及び数量は、電子黒板が１５３台であります。２の契約の方法につきま

しては、指名競争入札であります。３の取得予定価格は、２，９８９万４，４００円です。
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４の契約の相手方は、有限会社サトウであります。 

２ページをご覧ください。取得する電子黒板の概要ですが、１の納入学校は、市内の公

立小中学校２７校全校であります。２の数量は、小学校１０５台、中学校４８台、合計１

５３台であります。３の製品の仕様等につきましては、エプソンのＥＢ－４３６ＷＴであ

ります。主な性能は記載のとおりです。４の納入期限は、平成２６年７月２５日としてお

ります。 

電子黒板につきましては、平成２５年度におきまして、各学校に２クラスに１台ずつの

配置で１６７台を配置しております。今年度は残りの台数を配置するもので、今回の配置

により、江別市内の公立小中学校の全学級に電子黒板が１台ずつ配置となるものでありま

す。なお、今回配置する電子黒板は、昨年度と同一機種であります。以上で説明を終わり

ます。 

ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けします。 

（なし） 

 それでは、平成２６年議案第３２号財産の取得（電子黒板）についてを承認することに

ご異議ありませんか。 

（一同了承） 

  それでは、そのように承認いたします。 

次に、平成２６年議案第３３号江別市奨学審議委員会委員の補欠委員の委嘱についての

説明を求めます。伊藤学校教育課長お願いします。 

議案第３３号江別市奨学審議委員会の補欠委員の委嘱について、ご説明いたします。 

奨学審議委員会は、修学能力があるにもかかわらず、経済的な理由により修学困難な高

等学校生徒にその修学に必要な資金の一部を貸与し、生徒が等しくその能力に応ずる教育

を受ける機会を与えることを目的とする奨学資金貸与条例に基づき設置されているもの

で、奨学資金の貸与者を諮問する機関であります。 

奨学審議委員は平成２５年５月２７日から２年間の任期で委嘱しておりますが、４月１

日付け人事異動等によりまして、欠員が生じましたことから、補欠委員について選考を進

めておりましたところ、１の補欠委員候補者に記載のとおり、小松芳幸委員、北海道江別

高等学校長、次に、校長会から推薦を受けた佐藤久俊委員、江別第一中学校長、杉山健委

員、大麻東中学校長の３名に新たに委嘱するものであります。 

２の補欠委員の任期につきましては、本日から前任者の残任期間であります平成２７年

５月２６日まででございます。 

３の委員名簿につきましては、新委員を含めた委員の名簿を２ページに記載しておりま

すのでご覧ください。以上で説明を終わります。 

ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けします。 

（なし） 

 それでは、平成２６年議案第３３号江別市奨学審議委員会委員の補欠委員の委嘱につい

てを承認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

 それでは、そのように承認いたします。 

 次に、平成２６年議案第３４号江別市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の補欠委

員の委嘱についての説明を求めます。伊藤学校教育課長お願いします。 

議案第３４号江別市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の補欠委員の委嘱につい

て、ご説明いたします。 

通学区域審議会は、児童生徒の通学区域の設定及び変更に関する事項を調査し、審議し、

教育委員会に答申することを目的として、条例に基づき設置されているものであります。 

審議会委員は平成２５年６月１４日から２年間の任期で委嘱しておりますが、４月１日

付け人事異動等によりまして、欠員を生じましたことから、補欠委員について選考を進め

ておりましたところ、１の補欠委員候補者に記載のとおり、父母と先生の会から推薦を受

けた大野仁寛委員、澤井賢治委員、石﨑昭仁委員、元澤美紀委員、また、校長会から推薦

を受けた松井明生委員、杉山健委員の６名に新たに委嘱するものであります。 

２の補欠委員の任期につきましては、本日から前任者の残任期間であります平成２７年

６月１３日まででございます。３の委員名簿につきましては、新委員を含めた委員の名簿

を２ページに記載しておりますのでご覧ください。以上で説明を終わります。 
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ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けします。 

（なし） 

 それでは、平成２６年議案第３４号江別市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の補

欠委員の委嘱についてを承認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

 それでは、そのように承認いたします。 

 次に、平成２６年議案第３５号江別市教育支援委員会委員の補欠委員の委嘱についての

説明を求めます。浦田参事お願いします。 

議案第３５号江別市教育支援委員会委員の補欠委員の委嘱について、ご説明いたしま

す。 

この委員会は、江別市教育支援委員会条例に基づき、障がいのある子供たちの適切な就

学先等について、調査・審議・答申を行う機関で、学識経験者、医師等を含む合計１８名

に２年間の任期で委員の委嘱をしております。 

昨年度までは、名称を「就学指導委員会」としておりましたが、就学時のみならず就学

後においても一貫した支援をしていくための審議も行っていることから、今年度からその

名称を「教育支援委員会」としております。 

今回、人事異動等に伴い当委員会委員に欠員が生じたため、江別市教育支援委員会条例

第４条の規定により、補欠委員の選考事務を進めてまいりました。 

このたび、議案に記載したように、橋本真紀子委員及び菅原友江委員を委嘱することと

いたしたいので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

委員の任期につきましては、次期改選までの残任期間、平成２６年５月２７日から平成

２７年５月３１日までとし、今回変更後の新しい委員名簿については、資料２ページに記

載のとおりであります。以上でございます。 

ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けします。 

（なし） 

 それでは、平成２６年議案第３５号江別市教育支援委員会委員の補欠委員の委嘱につい

てを承認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

 それでは、そのように承認いたします。 

 次に、平成２６年議案第３６号江別市少年育成委員の補欠委員の委嘱についての説明を

求めます。金子参事お願いします。 

  議案第３６号江別市少年育成委員の補欠委員の委嘱について、ご説明いたします。 

  江別市少年育成委員につきましては、平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日ま

での任期で委嘱しているところです。 

現在、欠員が生じておりますことから、江別市少年指導センター規則第３条の規定によ

り、補欠委員の選考事務を進めてまいりました。 

  このたび、議案に記載したように１名の補欠委員を委嘱することといたしたいので、よ

ろしくご審議の上、ご承認をお願いいたします。 

 委員の任期につきましては、次期改選までの残任期間、平成２６年６月１日から平成２

８年３月３１日までとし、今回の変更後の新しい江別市少年育成委員の名簿は次のページ

に記載のとおりです。以上です。 

  ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けします。 

（なし） 

 それでは、平成２６年議案第３６号江別市少年育成委員の補欠委員の委嘱についてを承

認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

 それでは、そのように承認いたします。 

 次に、平成２６年議案第３７号江別市社会教育委員の補欠委員の委嘱についての説明を

求めます。岩渕生涯学習課長お願いします。 

 議案第３７号江別市社会教育委員の補欠委員の委嘱について、ご説明いたします。 

 江別市社会教育委員につきましては、江別市社会教育委員条例第２条及び第３条の規定

に基づき、１０名の委員を委嘱しております。 

 このたび、４月１日の人事異動に伴い２名の欠員が生じたため、その補充のための選考
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長谷川委員長 

 

 

 

 

 

 

 

大村総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長谷川委員長 

上野委員 

大村総務課長 

 

 

 

長谷川委員長 

上野委員 

大村総務課長 

 

 

事務を進めており、所属の団体から推薦がありましたので、ご審議をお願い申し上げます。 

 委員の任期につきましては残任期間とし、ご承認をいただく本日から、平成２６年７月

３１日までの期間であります。以上、よろしくお願いいたします。 

 ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けします。 

（なし） 

 それでは、平成２６年議案第３７号江別市社会教育委員の補欠委員の委嘱についてを承

認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

 それでは、そのように承認いたします。 

次に、平成２６年議案第３８号江別市スポーツ推進審議会委員の補欠委員の委嘱につい

ての説明を求めます。岩渕生涯学習課長お願いします。 

議案第３８号江別市スポーツ推進審議会委員の補欠委員の委嘱について、ご説明いたし

ます。 

江別市スポーツ推進審議会委員につきましては、江別市スポーツ推進審議会条例第３条

の規定に基づき、１１名の委員を委嘱いたしております。 

このたび、人事異動に伴い２名の欠員が生じたことから、その補充のための選考事務を

進めており、所属の団体から推薦がありましたので、ご審議をお願い申し上げます。 

委員の任期につきましては、残任期間とし、ご承認をいただく本日から、平成２７年５

月３１日までの期間であります。以上、よろしくお願いいたします。 

ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けします。 

（なし） 

 それでは、平成２６年議案第３８号江別市スポーツ推進審議会委員の補欠委員の委嘱に

ついてを承認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

 それでは、そのように承認いたします。 

次に、平成２６年議案第３９号江別市一般会計補正予算についての説明を求めます。大

村総務課長お願いします。 

議案第３９号の平成２６年度一般会計補正予算についてでありますが、第２回市議会定

例会に提出を予定しております補正予算のうち、教育委員会所管分につきまして、一括し

てご説明いたします。 

まず、１０款２項小学校費及び１０款３項中学校費は、総務課所管のスクールバス運行

委託経費に係る補正予算であります。安全点検強化に対する国からの要請等を踏まえ、ス

クールバスの運行委託業務において、委託事業者である夕張鉄道株式会社との協議によ

り、より安全・安心な通学を確保するため、バスの安全点検時間に対する経費を追加する

ものであります。 

次に、１０款４項社会教育費は、生涯学習課所管の公民館施設補修整備費に係る補正予

算であります。内容は、大麻公民館の暖房用ボイラーの老朽化により、更新整備を行うた

めの経費であります。なお、これとは別に平成２６年度当初予算で更新を予定していた中

央公民館の給水ポンプが平成２５年度末に故障し、急遽前倒して更新を済ませたため、こ

の当初予算を今回のボイラー更新経費の一部に充てて、なお不足する額を追加補正しよう

とするものであります。教育部補正額の合計は、８８９万７，０００円でございます。以

上です。 

ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けします。 

スクールバスの件ですが、安全点検経費はどういう内容で、何百万も増えたのですか。 

 夕張鉄道株式会社では、出庫前に３０分、それから帰庫後、戻ってきてから３０分とい

うことで、各３０分の点検を実施しておりますが、市が設定している予定価格の中には、

安全点検部分の経費が十分に含まれておりませんので、その部分についてもみるものであ

ります。 

 よろしいですか。 

小学校と中学校で、金額が違う理由はどうしてですか。 

路線ごとに安全点検にかかる時間、みている時間がバラバラであり、平均するとだいた

い１５分ぐらいですが、それを３０分にしましたので、若干増減はあるんですけれども、

３０分をみている形にはなっております。  
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 小学校と中学校の金額の違いは何かと思ったものですから。 

 バスの台数のほか、路線の数が小学校は１路線、中学校が３路線ございますので、金額

に違いが出てきております。 

 ほかはございませんか。 

掛かった経費の内訳は決まっているのですか。例えば、安全点検による経費がいくらと

か、何々による経費がいくらとか、ガソリン代がいくらとか、細かく内訳があるというこ

となんですか。 

 細かくは計算しておりますが、総額での契約になっておりますので、総額として出る形

になっております。 

 値上げに対する内訳というか内容が、これにかかるという理由付けなんですか。 

 今回の安全点検にかかった時間に対して、単価を掛けて出している計算になります。 

 分かりました。 

ほかはいかがですか。それでは、平成２６年議案第３９号江別市一般会計補正予算につ

いてを承認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

 それでは、そのように承認いたします。 

次に、議会会期中の追加予定案件についての説明を求めます。三冨参事お願いします。 

議会会期中の追加予定案件について、ご説明いたします。お手元には、二つの資料が配

付されておりますが、一括してご説明します。 

市では、学校施設の耐震化計画に基づき、江別第一中学校、江別太小学校について、平

成２６年度、平成２７年度の２か年の継続事業により、改築を行う予定であります。 

追加予定の案件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の

第２条の規定により、６月議会において議決を求めるためにご審議いただくものでありま

す。 

資料１ページ、まず、江別第一中学校ですが、契約の目的は、江別第一中学校校舎改築

工事。契約の方法は、一般競争入札であります。契約金額及び契約の相手方は、６月９日

の入札により決定するため、現時点では未定でありますが、請負業者が決定次第、仮契約

を締結する予定となっております。工期につきましては、市議会の議決があった日から平

成２７年７月３１日までであります。 

資料の２ページをお開き願います。江別第一中学校校舎改築工事の概要でありますが、

所在地は江別市上江別西町４０番地。既存校舎を使用しながら、既設扇型校舎北側での新

校舎建設となります。構造・規模は、鉄筋コンクリート造３階建て、延べ床面積は６,３

８６平方メートルであります。主要室は普通教室１５教室、特別支援教室２教室、特別教

室７教室、多目的ホール、多目的教室３教室などであります。設備については、電気工事

や管工事を含めた工事となっています。工期につきましては、先ほどご説明のとおりです。

工事費については、入札前のため未定です。 

なお、資料の３ページから８ページには、配置図及び各階平面図、立面図を添付してお

りますのでご参照願います。 

次に、江別太小学校ですが、資料１ページをお開き願います。契約の目的は、江別太小

学校校舎棟改築建築工事、江別太小学校屋内体育館棟改築建築工事、江別太小学校改築暖

房換気設備工事の三つの工事であります。契約の方法は、一般競争入札であります。契約

金額及び契約の相手方は、６月９日の入札により決定するため、現時点では未定でありま

すが、請負業者が決定次第、仮契約を締結する予定となっています。工期につきましては、

市議会の議決があった日から平成２７年７月１０日までであります。 

資料の２ページをお開き願います。江別太小学校校舎棟改築建築工事の概要であります

が、所在地は江別市朝日町２５番地の２、既設グラウンド内での改築となります。構造・

規模は、鉄筋コンクリート造３階建て、延べ床面積は４,７５８平方メートルであります。

主要室は普通教室１２教室、特別支援教室２教室、特別教室４教室、情報図書館分館機能

を有する図書室などであります。工期につきましては、先ほどご説明のとおりです。工事

費については、入札前のため未定です。 

資料の３ページをお開き願います。江別太小学校屋内体育館棟改築建築工事の概要であ

りますが、所在地は江別市朝日町２５番地の２、既設グラウンド内で校舎に併設して改築

します。構造・規模は、鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄筋コンクリート造、平屋建て一部
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２階建てとなります。延べ床面積は１,６６９平方メートルであります。主要室は屋内体

育館、地域開放施設としてミニコンサートにも利用できる音楽室、備蓄庫、多目的トイレ

などであります。工期につきましては、先ほどご説明のとおりです。工事費については、

入札前のため未定です。 

資料の４ページをお開き願います。江別太小学校改築暖房換気設備工事の概要でありま

すが、構造・規模は、鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄筋コンクリート造３階建て、延べ床

面積は６,４２７平方メートルで、すべての校舎及び屋内体育館が対象であります。 

 設備については、校舎は温水暖房、屋内体育館は遠赤外線暖房、校舎、屋内体育館の換

気設備を行います。工期につきましては、先ほどご説明のとおりです。工事費については、

入札前のため未定です。 

なお、資料の５ページから９ページには、配置図及び各階平面図、立面図を添付してお

りますのでご参照願います。また、次回教育委員会で契約金額及び契約の相手方について

報告させていただきたいと考えております。説明については、以上であります。 

ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けします。 

 一点いいですか。江別太小学校は、暖房換気設備を別発注にしています。第一中学校は、

すべて一括となっていますが、何か理由があるのですか。 

発注につきましては、建設部のほうで入札方法や業者等を決定しておりますが、第一中

学校につきましては、校舎規模がかなり大きなものになりますので、道内のＡランクの業

者、それから、市内のＡランクの企業体ということで入札を考えております。その中で、

いろいろな設備を交えても、柔軟に対応できる形となっており、第一中学校については一

括した形になっております。江別太小学校につきましては、市内の業者に発注するという

ことで区分けしております。 

分かりました。ほかにございませんか。それでは、議会会期中の追加予定案件について

を承認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

それでは、そのように承認いたします。 

続いて、３のその他に入ります。次回定例教育委員会予定案件及び日程について説明願

います。大村総務課長お願いします。 

次回の教育委員会の案件でございますが、報告事項として、平成２６年第２回市議会定

例会の一般質問について、江別第一中学校及び江別太小学校校舎改築に係る工事請負契約

の締結についてなどを予定しております。 

また、次回、定例教育委員会の日程でございますが、６月２６日木曜日、午後２時から

と考えておりますが、各委員のご都合等はいかがでしょうか。 

ただいまありましたように、次回の定例教育委員会は６月２６日木曜日、午後２時から

ということで、皆様よろしいですか。 

（一同了承） 

 以上をもちまして、第５回定例教育委員会を終了いたします。 

 

（閉会） 

                                   終了 午後３時１５分 

 

 

 

 署名人（委員長）  長谷川 清明 

 

 

 

署 名 人     相馬  範子 

 


